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糸魚川市 認知症対応型共同生活介護事業者公募要領 

令和７年３月 10 日 

糸魚川市福祉事務所 

１．公募の趣旨 

糸魚川市では、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

第 9 期糸魚川市介護保険事業計画（令和 6 年度～令和 8 年度）において、認知症対応型共

同生活介護（定員 9～18人）の整備を位置付けています。 

また、「糸魚川市地域密着型サービスの整備及び運営方針」においては、中重度者へのサ

ービス提供、質の高いサービスの確保、認知症高齢者支援体制の推進等の基本的な考え方

を定めているところであり、これらに沿った認知症対応型共同生活介護を整備及び運営す

る事業者を公募により選定するものです。 

 

２．公募するサービスの種類等 

   認知症対応型共同生活介護 

整備目標年次 令和８年度 

箇 所 数 1か所 

定 員 9～18人 

整備の種別 

「糸魚川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関

する基準を定める条例」の基準を満たすものであれば、新築・増築・

改築の別は問いません。 

整備予定圏域

及び立地要件 

糸魚川圏域、能生圏域、青海圏域のいずれでもよい。ただし、 

・「糸魚川市地域密着型サービスの整備及び運営方針（※）」のⅢ-2-(2)

事業所等の立地要件等に規定する地域とします 

・災害リスクに対する施設の立地要件は、新潟県介護基盤整備事業費

補助金交付要綱第２（交付の対象）２⑴から⑸の規定に準じること

とします 

・糸魚川市立地適正化計画の居住誘導区域内とすることが望ましい 

 （※）整備及び運営方針の詳細は、「別添 1」を参照してください。 

 

３．施設整備・開設にかかる補助 

糸魚川市が新潟県からの補助金交付決定または内示を受け、糸魚川市議会での予算の議

決を得た場合は、「糸魚川市介護基盤整備事業費補助金交付要綱」に基づく補助を受けるこ

とができます。（補助金額は、県の要綱改正等に伴い変更となる場合があります。） 

施設整備費 1施設あたり 15,000～39,600千円×調整率 1.08 

開設準備経費 
1施設あたり上限額 17,802千円 

（989千円×定員数 18人） 

補助金交付要綱の詳細は、「別添 2」を参照してください。なお、本補助を希望する事業

者については、当市からの補助金交付決定後でなければ事業（工事）着手できません。 
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４．応募要件 

⑴ 事業運営にあたっては、介護保険法その他法令に基づく指定基準を遵守し、適切なサ

ービス提供を図ることができる者とします。 

⑵ 介護保険法第 78条の 2（指定地域密着型サービス事業者の指定）第 4項各号及び第 115

条の 12（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）第 2項各号に定める要件に該当

しない者とします。 

⑶ 指定にあたっては、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの両方の指定

を受ける者とします。 

⑷ 地域住民の理解、連携等を図るため、着工前に整備予定地域の住民に対して、整備概

要の説明を十分に行うことができる者とします。 

 

５．応募方法 

受付期間 令和７年 3月 10日（木）～ 5月 23日（金） 

必要書類 「糸魚川市地域密着型サービスの整備及び運営方針」に基づく必要書類 

提出部数 原本 1部、その写し 5部 

書類体裁 原則A4判とし可能な限り両面印刷（図面等でA3判になる場合は折込み） 

提 出 先 

(問合先) 

糸魚川市市民部福祉事務所介護保険係（市役所 1階） 

 電話番号 025-552-1511（内線 2170） 担当：渡辺 

 ※事前連絡のうえ、郵送または持参により提出願います。 

 

６．事業者選定方法 

⑴ 糸魚川市地域密着型サービス事業者選定委員会において、書類及び面接による審査を

行い、候補者を１者選定します。 

⑵ その後、糸魚川市地域密着型サービス運営委員会において、上記選定経過を説明し、

調査・審議いただいた結果を踏まえて、糸魚川市長が予定事業者として決定します。 

⑶ 選定結果については、応募のあった事業者に文書で通知するとともに、決定事業者が

あった場合は、糸魚川市ホームページにおいて、予定事業者として公表します。 

 

７.その他注意事項等 

⑴ 事業実施予定用地については、事業者において確保してください。 

⑵ 応募資料については、返却できません。 

⑶ 応募に要する経費については、応募者の負担とします。 

⑷ 審査の結果によっては、事業予定者なしとする場合があります。 

⑸ 事業予定者として決定した場合であっても、指定を確約するものではありません。基

準を満たさない場合は、指定しないことがあります。また、次の場合は、決定を取り消

します。 

  ・提出された関係書類等に虚偽の記載があったとき 

  ・事業内容（整備予定場所、定員等）に著しい変更があったとき 

  ・その他、市民の疑惑や不信を招くような行為があったと市長が認めたとき 
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⑹ 書類の提出後、やむを得ない事由で辞退する場合は、辞退理由を明記のうえ、代表者

の氏名、捺印のある辞退届を提出してください。様式は任意とします。 

 

８．スケジュール（予定） 

 令和 7年 3月 10日～5月 23日 応募受付 

 令和 7年 3月 10日～3月 28日 質問受付期間（「別添 3」の様式を用いること） 

 令和 7年 4月 11日       質門に対する回答（市ホームページに掲載） 

 令和 7年 6月         糸魚川市地域密着型サービス事業者選定委員会での審査 

 令和 7年 7月         糸魚川市地域密着型サービス運営委員会での説明 

 令和 7年 8月（予定）     決定（選定）通知 

 

 糸魚川市からの補助金を受ける場合、上記以降の日程は、令和８年度における予算措置、

新潟県からの予算内示、糸魚川市の補助金交付決定等の手続が必要となるため、現段階では

確定できません。 

 なお、糸魚川市からの補助金を受けない場合は、事業者の決定通知を受理した後、直ちに

事業着手が可能です。 

 

９．提出書類 

 様式 1 地域密着型サービス事業所設立計画書 

 様式 2 資金計画書 

  様式 3 収支等見込書 

  様式 4 借入金償還計画書 

  様式 5 地元説明経緯（予定）書 

  様式 6 役員名簿（介護保険法第７８条の２第４項各号及び第 115条の 11第２項各号の規

定に該当しない旨の誓約書） 

  様式 7 代表者・管理者・介護支援専門員・計画作成担当者 経歴書 


